
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．は じ め に 

 

国土交通省が発注する工事は、「公共工事品質確保促進法

（公共工事品確法）」の成立を受けて、基本的には全て総合

評価方式による入札が適用されている。また、これ以前に

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」

がある。国土交通省より委託を受けて実施しているトンネ

ルに関して入札時 VE、総合評価方式の適用について、概要

を説明すると共に、感想を述べる。 

 

２．総合評価方式の主旨 

 

 総合評価方式で求められるのは、概念的に 

 ・品質 

 ・ＬＣＣ 

 ・環境保全 

 ・環境創出 

の４項目と考えられる。これをトンネルに当てはめてみる

と 

・品質 

 トンネルの構造に関しては、「道路トンネル技術基準（構

造編）・同解説 平成１５年１１月 社団法人 日本道路協

会」が全てである。この中に、標準的な支保構造をはじめ

として、各種の施設や設備及び補助工法などに関して記載

されている。ここでトンネルの品質とは何かという課題が

あり、各人各様の考え方があると思われるが、①地山に適

応した支保工を用いること、②覆工コンクリートとして密

実なコンクリートを仕上げることの２点に絞られるのでは

ないであろうか。 

 ①は、切羽における地山等級判定を実施してこれに適合

した支保構造を当てはめることであり、過大な変形の防止

や作業の安全性を確保するために適切な補助工法を採用す

ることも含まれる。②は、トンネルの維持管理つまりＬＣ

Ｃに大きく関係するが、まず防水シートを確実に施工する

ことで漏水を無くし、覆工コンクリートの巻厚を確保し、

背面空洞を無くすことは当然として、覆工コンクリート表

面にジャンカや縦断方向の亀裂を発生させないことである。 

・環境保全 

 トンネル工事が他工種と異なる大きな違いは、 

１）爆破掘削が基本である。 

２）昼夜作業を基本とする。 

の２点に集約される。このことは、坑口周辺や低土被り部

分に近接して重要構造物や民家が存在する場合には大きな

問題となる。発破掘削では、切羽から近い距離にある構造

物に与える発破振動、坑口周辺の民家に対しては発破振動

と発破音の影響を考慮する必要がある。また、坑口周辺に

配置する仮設備や掘削ズリの仮置き場などでは、夜間作業

に伴う騒音の影響を考慮する必要がある。 

 以上のことを勘案して総合評価方式の評価項目と評価方

法を各トンネル毎に検討してゆくわけである。 

・発破振動の軽減方法 

・発破音の軽減方法（昼間、夜間） 

・工事用仮設備から発生する騒音の軽減方法（昼間、夜間） 

・放流先の水質を考慮した濁水処理後の水質 

・地山不良箇所の補助工法 

・工事用仮設備計画 

などを評価項目として提案している。当然のことながら、

これらの評価項目の設定に際しては、昼間、夜間の暗振動、

暗騒音測定や放流先の河川の水質基準調査等の準備作業が

必要である。また、これらは数値で表現できることから定

量的な評価が行える。これ以外のものは定性的な評価にな

らざるを得ない。ただし、騒音の受認度は数値だけで判断

できるものではなく、地元住民との対話が必要なことはい

うまでもない。騒音レベルを下げることだけではなく、作

業時間帯の制約を受けた事例もあり、入札段階の数字の議

論だけではない。 

 また、坑口部の施工計画や覆工コンクリートの品質に関

する評価項目を採用している事例も受けられる。覆工コン

クリートに関して考える場合には、他の評価項目が、全て

施工途中に不具合が生じた場合には工事を一次中断してで

も、改善を促すことが出来る。これに対して覆工コンクリ

ートの品質を確保するために、工事中の施工管理を行える

かどうかという一抹の不安がある。施工計画の提案を受け

て、これを審査すると共に、施工時にこの計画書に基づい

ているかどうかの管理にならざるを得ない。 

 また、トンネル工事の工期を短縮することは、作業日数

の短縮に伴い、作業員の人件費、作業機械の供用日損料や
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工事用各種設備の維持管理費等の削減になると共に地元へ

の影響（迷惑）も軽減される。 

 

３．課題 

 

これまでの総合評価方式は、現在標準型といわれるもの

だけであったが、最近簡易型、標準型、高度技術提案型の

３方式が提示されている。さらに高度技術提案賀は、４分

類されて、設計施工一括発注方式もこの中に含まれている。

未だ、高度技術提案型を検討した経験はないが、２車線の

現道横に新たに設置する歩道トンネルに対しては、設計施

工一括発注方式を行った例もある。トンネル工事であるこ

とから、簡易型の適用はないものと考えられるが、標準型、

高度技術提案型のいずれを適用するのかの判断は今後の課

題である。 

ここで、トンネル独特の課題として、設計段階と施工段

階では地山等級が変更されることが、常態化していること

がある。設計段階では、地山等級ＣⅠあるいはＣⅡと想定

されていたものが実施工時には、ＣⅡやＤⅠに変更される

というものであり、これは工事費の増加や作業日数の増加

に直接結び付くものである。また、地山状況が予想以上に

悪く、設計段階では想定されていなかった補助工法が過大 

な緩み防止や作業の安全性確保のために必要となることも

ある。これらのことを考えるとトンネル工事に設計施工一

括方式を適用するには、地山等級の変更があることが前提

になり、現段階では時期早尚なのかもしれない。 

トンネル切羽における地山評価（岩判定）手法を統一し、

多くの施工実績をまとめるとともに設計段階と施工段階の

差異の原因を地形・地質・土被り・湧水などで分析するこ

とがまず必要である。これらの分析結果に基づいた設計段

階の地山評価が実施できるようになって始めて設計施工一

括方式の適用が検討されるべきものである。しかし、施工

段階の資料が揃っているⅠ期線トンネルの横にⅡ期線トン

ネルを施工する場合には、適用できるのではないであろう

か。 

 さらに、現在新技術新工法の積極的な採用や積算がユニ

ットプライスの方向に動いていること、構造物の設計がト

ンネルの支保構造のような仕様規定から舗装等の性能規定、

あるいは機能規定になりつつある。総合評価方式は、品質

と価格のバランスを取るということかもしれないが、品質、

価格、工期の基になる発注者側の標準工法の設定に加えて、

評価項目、方法の検討が重要になり、工事発注に向けての

準備作業、期間が大幅に増加することが容易に予想される。 
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